
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注） 1　職員手当には退職手当を含まない。

       2　職員数については、令和６年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）

　　　　　、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含まない。

       3　給与費については任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員の給与費

　　　　　が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

    （注） 1  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、

　　　　　　国の職員数(構成)を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表(一)適用

　　　　　　職員の俸給月額を１００として計算した指数。

　　　　 　2　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス

　　　　　　指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するた

　　　　　　め、地域手当の支給割合を用いて補正したラスパイレス指数。

　　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基

　　　　　　づく地域手当支給割合）により算出。）

　　　　　 3　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均し

　　　　　　たものである。

　　　　　 4　ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に

　　　　　　達した日後の最初の４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準

　　　　　　に設定される職員を除いている。

日立市の給与・定員管理等について

区分
住民基本台帳人口 歳出額　 実質収支 人件費 人件費率 （参考）

（令和７年１月１日） Ａ　

％

163,855 81,902,434 3,285,387 14,340,723 17.5 17.3

Ｂ　 Ｂ／Ａ　 令和５年度の人件費率

令和６年度
人 千円 千円 千円 ％

給与費 B/A 一人当たり給与費

令和６年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

区分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり (参考)類似団体平均

6,4551,312 5,145,583 1,561,181 2,154,605 8,861,369 6,754

(R4.4.1)

98.8 

(R4.4.1)

99.2 
(R4.4.1)

98.7 

(R5.4.1)

98.5 

(R5.4.1)

99.0 
(R5.4.1)

98.6 
(R6.4.1)

98.5 

(R6.4.1)

99.2 
(R6.4.1)

98.6 

(R7.4.1)

98.5 

(R7.4.1)

99.2 
(R7.4.1)

98.7 
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日立市 類似団体平均 全国市平均
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(４) 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況について

①　給料表の見直し【　実施　未実施　】

（給料表の改定時期）　令和７年４月１日

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、３級から７級までの

初号近辺の号給をカットし、これらの級の初号の給料月額の引上げを行うとともに、８級に隣接する

級間での給料月額の重なりの解消等を実施。

②　地域手当の見直し

　　実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（支給割合）国基準９％に対し、日立市においても９％を支給。

（実施時期）令和７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引き下げることとし、

令和７年４月１日時点は９％、令和８年４月１日からは８％を支給。

③　その他の見直し内容

扶養手当、通勤手当及び管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（令和７年４月１日実施）

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）

①一般行政職

②技能労務職

国基準による
支給割合

各年度の支給割合

令和６年度 令和７年度 令和８年度

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

日立市の
支給割合

10% 9% 8%

10% 9% 8%

対応する民間

国 41.9歳 322,237 円 - 414,480 円 

類似団体（一般市類型Ⅳ－２） 42.5歳 333,442 円 426,672 円 379,882 円 

日 立 市 44.1歳 329,374 円 419,660 円 393,362 円 

茨 城 県 41.5歳 330,542 円 416,875 円 377,411 円 

 -   -   -   -  

うち
用務員

61.7歳 5人 301,360 円 369,540 円 340,900 円

日立市 58.9歳 18人 306,690 円 357,850 円 343,406 円

平均年齢
平均給与月額

Ａ／Ｂ
（A） （国比較ベース） の類似職種 （B）

区    分

公　務　員 民　　　間 参　考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額 平均給与月額

 -   -   -   -  

国 51.3歳 1,703人 294,567 円  -  337,907 円

用務員 49.1歳 223,500 円 1.65

茨城県 58.3歳 117人 305,014 円 347,991 円 330,606 円

 -   -   -   -  

 -   -   -   -  

類似団体
（一般市類型Ⅳ－２）

49.6歳 72人 306,178 円 352,076 円 328,829 円
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  のではない。

③教育職

④消防職

(注) 1　「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。

     2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務　　　　　 

　　　手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかに

　　　されているものである。　

　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外　　

　　　勤務手当等を除いたもの）で算出している。

区　　分

参　　考

年収ベース（試算値）の比較

公　務　員 民　　　間
Ｃ／Ｄ

※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員にお

　 いては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

うち
用務員

5,674,780 円 3,040,300 円 1.87

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。(令和４年度～令和６年度の３ヶ年平均)

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているも　

（Ｃ） （Ｄ）

日立市  -   -   -  

平均給与月額

（国比較ベース）

日 立 市 39.0歳 344,928 円 448,221 円 408,519 円 

類似団体（一般市類型Ⅳ－２） 39.6歳 318,543 円 362,875 円 

区    分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

日 立 市 45.5歳 342,683 円 399,108 円 

茨 城 県 41.4歳 36,090 円 412,264 円 

茨 城 県  -   -   -   -  

類似団体（一般市類型Ⅳ－２） 38.8歳 327,729 円 427,512 円 373,618 円 
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(2) 職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

３　一般行政職の級別職員数等の状況

 (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和７年４月１日現在）

（注） 1　一般行政職とは、消防職、企業職、技能労務職及び教育職等を除いた職である。

       2　日立市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

       3　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

区　　　　　分 日　立　市 茨　城　県 国

一般行政職
大学卒 220,000 円 225,600 円 220,000 円 

高校卒

-  -  

教　育　職
大学卒 220,000 円 252,000 円  -  

高校卒  -  208,900 円 

194,500 円 194,500 円 188,000 円 

技能労務職
高校卒 205,000 円 192,500 円  -  

中学卒 -

398,550 円 

高校卒 250,100 円 316,067 円 336,100 円 378,350 円 

区　　　分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

一般行政職
大学卒 279,880 円 347,000 円 378,057 円 

 -  

消　防　職
大学卒 251,800 円  -   -  

高校卒 221,200 円  -   -  

 -  

教　育　職
大学卒 288,500 円 313,000 円 380,000 円 394,200 円 

高校卒  -   -  

技能労務職
高校卒  -   -  - 325,900 円 

中学卒  -   -   -  

344,300 円 381,650 円 407,971 円 

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
1号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

 -   -  

消　防　職
大学卒 309,391 円 374,825 円 407,040 円 426,850 円 

高校卒 287,400 円 

6級 参事補、課長 84 11.2% 355,200円 415,700円

7級 次長、参事 23 3.1% 408,300円 450,900円

8級 部長 10 1.3% 458,300円 488,500円

3級 係長、主幹 179 23.9% 265,300円 354,700円

4級 課長補佐、係長、主査 148 19.8% 298,800円 389,300円

5級 副参事、課長補佐 102 13.6% 321,300円 398,200円

1級 主事、主事補 99 13.2% 183,500円 258,100円

2級 主事 103 13.8% 230,000円 308,500円
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 (2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和７年４月１日現在）

1級 13.2% 1級 13.7% 1級 14.3%

2級 13.8% 2級 14.0% 2級 12.8%

3級 23.9% 3級 21.6%
3級 16.9%

4級 19.8%
4級 19.3%

4級 26.5%

5級 13.6% 5級 15.8%
5級 15.1%

6級 11.2% 6級 12.4% 6級 10.8%

7級 3.1% 7級 2.0% 7級 2.5%

8級 1.3% 8級 1.3% 8級 1.2%
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＜作業＞

①

と同様に、当該地方公共

るようにしてください。

②各級の「代表的役職（最も人数が多い役職）」

（

※

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

国10級（特に重要課長）

（百円）

給

料

月

額

昇 給

令和７年４月１日時点

国９級（課長）

国８級（困難室長）

国７級（室長）

国６級（困難課長補佐）

国５級（課長補佐）

国４級（困難係長）

国３級（係長）

国２級（上級係員）

国１級（係員）

日立市 （R７）

国家公務員 （R７)
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 (3) 昇給への人事評価の活用状況（日立市）

　

　

４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

( ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

 職制上の段階、職務の級等による加算措置  職制上の段階、職務の級等による加算措置  職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算5～20%　 ・役職加算5～20%　・管理職加算15～25% ・役職加算5～20%　・管理職加算10～25%

（注）　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。

令和６年度における運用 管理職員 一般職員

イ．　人事評価を活用している ○ ○

　　上位、標準の区分

　　標準、下位の区分

　　活用している昇給区分
昇給可能な

区分
昇給実績が

ある区分
昇給可能な

区分
昇給実績が

ある区分

　　上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○

１人当たり平均支給額（令和６年度） １人当たり平均支給額（令和６年度）
 - 

1,728 1,910

2.50 2.10 2.50 2.10 2.50

　　活用予定次期

日 立 市 茨 城 県 国

　　標準の区分のみ（一律）

ロ．　人事評価を活用していない

2.10

1.400 1.000 1.400 1.000 1.400 1.000
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　○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（日立市）

　

　

(2) 退職手当（令和７年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

調整率 83.7/100 調整率 83.7/100

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(2%～45%加算) (2%～45%加算)

（退職時特別昇給　　　　　　　　　－　　　　　　　　）

1人当たりの　　　　 １人当たりの

平均支給額　　　　 平均支給額

（注）1　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

　　　2　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後

　　　　その者の非違によることなく退職した場合を含む。

 (3) 地域手当（令和７年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

　　活用している成績率
支給可能な

成績率
支給実績が
ある成績率

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

　　上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○ ○

令和６年度中における運用 管理職員 一般職員

イ．　人事評価を活用している ○ ○

　　活用予定次期

日立市（茨城県内各市町村共通） 国

　　標準の成績率のみ（一律）

ロ．　人事評価を活用していない

　　上位、標準の成績率

　　標準、下位の成績率

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

日立市 9 1,346 9

支給実績（令和６年度決算） 561,798

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 417,383

支給割合が国の制度に
よる支給割合を上回る場
合、その理由

-

自己都合 応募認定・定年

4,533千円 21,015千円 -

応募認定・定年

-

自己都合
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 (4) 特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

支給実績（令和6年度決算） 23,667

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 51,449

1　市税等調査整理手当

市税等の調査・
整理事務に従事
する職員

①出張して市規則で定める調
査・整理事務に従事したとき
②出張して市税の滞納整理事務
に従事したとき
③出張して市税滞納による財産
差押事務に従事したとき
④出張して差押物件の引上げ事
務に従事したとき

161 千円

①1日について150円
②1日について300円
③1回について300円
④1回について500円

2　防疫作業手当

保健衛生事務に
従事する職員

市規則で定める救護、防疫、防
除の作業に従事したとき
特例①及び②新型コロナウイル
ス感染症に係る緊急の措置に関
する作業に従事したとき

0 千円

1日について150円
特例①1回について
3,000円
特例②1回について
4,000円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 34.2

手当の種類（手当数） 15種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（R６年度決算）
左記職員に対する支給単価

5　動物飼育治療手当
動物の飼育治療
に従事する職員

動物の治療、給餌及び収容施設
の清掃等の業務に従事したとき。 635 千円

1日について150円

6　高所作業手当
高所での業務に
従事する職員

地上10m以上の高所で市規則で
定める作業に従事したとき 8 千円

1日について150円

3　行旅死亡人取扱手当
社会福祉事務に
従事する職員

行旅死亡人又は変死人の処理
作業に従事したとき 40 千円

1回について2,000円

4　汚物作業手当

不快な業務に従
事する職員

①ごみ収集作業、便槽調査作業
又は浄化槽放流水採取作業に
従事したとき
②犬、猫等の死体処理作業に従
事したとき

56 千円

①1日について150円
②1回について300円

9　水火災等出場手当 消防業務に従事
する職員

消防職員が水火災等の災害に
出場したとき 1,659 千円

1回について200円

10　特別救助隊員手当
特別救助隊に所
属する消防職員

特別救助隊に所属する消防職員

1,099 千円

1当務について150円

7　道路舗装手当
道路舗装業務に
従事する職員

乳剤舗装作業に従事したとき
42 千円

1日について150円

8　救急業務手当

救急業務に従事
する職員

①消防職員(救急救命処置の業
務に従事した救急救命士を除く)
が救急業務に従事したとき②救
急救命士が救急救命処置の業
務に従事したとき

10,304 千円

①1回について150円
②1回について510円

11　消防機関勤務員手当

消防機関勤務員

消防機関勤務員

3,670 千円

1当務について
1級　300円
2級　250円
3級　200円(ただし、日勤
者は2日で1当務とする。)

12　用地交渉手当
交渉業務に従事
する職員

用地交渉、建物等の移転交渉業
務に従事し、市長が特に認めた
とき

0 千円

１日について150円
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(5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(6) その他の手当（令和７年４月１日現在）

円

円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（R6年度決算）
左記職員に対する支給単価

13　建築指導手当

建築指導業務に
従事する職員

建築指導課の職員が出張して建
築基準法(昭和25年法律第201
号)に基づく違反建築物の取締り
又は指導業務に従事したとき

0 千円

１日について150円

支給実績（R６年度決算） 352,937

職員１人当たり平均支給年額（R６年度決算） 262

支給実績（R５年度決算） 432,624

14　保育手当
保育業務に従事
する職員

保育園、母子生活支援施設又は
児童館の職員(市長が指定する
職員を除く) 5,799 千円

1日について
250円以上350円以内の
範囲で市長が定める額

15　特殊業務手当
上記以外の危
険、不快、不健
康又は困難な業
務に従事する職
員

前各号のほか、著しく危険、不
快、不健康又は困難な業務に従
事し、市長が特殊勤務手当を支
給することを特に必要と認めたと
き

200 千円

1日について
500円以内の範囲で市長
が定める額

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 との異同 異なる内容 （R6年度決算） 平均支給年額

職員１人当たり平均支給年額（R５年度決算） 314

内容及び支給単価

国の制度 国の制度と

292,071住居手当

職員の居住する借家・借間
【支給要件】
　自ら居住するための住宅を借り受け、現
に当該住宅に居住し、月額16,000円を超
える家賃を払っている職員
【支給額】
　家賃27,000円以下
　　→家賃額－16,000円
　家賃27,000円を超え61,000円未満
　　→(家賃額－27,000円)×1/2
　　　＋11,000円
　家賃61,000円以上
　　→28,000円

同じ - 77,399 千円

（R６年度決算）

扶養手当

配偶者3,000円（行政職8級又は消防職9
級の者は、支給なし）
配偶者以外6,500円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日
までの間にある子11,500円
満16歳の年度初めから満22歳の年度末ま
での子がいる場合の加算額5,000円

同じ - 144,494 千円 244,078
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円

円

円

円

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり

との異同 異なる内容 （R６年度決算）

655,982

宿日直手当 異なる 支給単価 1,758 千円 7,919

管理職手当 224,346 千円

平均支給年額

通勤手当

１．交通機関等利用者
【支給要件】
通勤のために交通機関等の利用を常例と
すること、運賃等の負担を常例とすること、
徒歩により通勤するものとした場合の通勤
距離が片道２ｋｍ以上であること
【支給額】
運賃等相当額が150,000円以下について
は運賃等相当額

２．自動車等の使用者
【支給要件】
通勤のために自動車等の使用を常例とす
ること、徒歩により通勤するものとした場合
の通勤距離が片道２ｋｍ以上であること
【支給額】

同じ - 96,017 千円 91,882

109,654
管理職員特別

勤務手当
37,063 千円

勤務の種類 支給額
週休日 7,000 円
休日 8,000 円

年末年始 9,000 円

片道の使用距離 支給額

  5km未満 2,000 円

  5km以上10km未満 4,200 円

 10km以上15km未満 7,100 円

 15km以上20km未満 10,000 円

 20km以上25km未満 12,900 円

 25km以上30km未満 15,800 円

 30km以上35km未満 18,700 円

 35km以上40km未満 21,600 円

 40km以上45km未満 24,400 円

 45km以上50km未満 26,200 円

 50km以上55km未満 28,000 円

 55km以上60km未満 29,800 円

 60km以上    31,600 円

休日 平日深夜

部長等 12,000 円 6,000 円

次長・参事等
参事補

10,000 円 5,000 円

課長等 8,000 円 4,000 円

副参事等
課長補佐等

6,000 円 3,000 円

係長職の施設の長 6,000 円 3,000 円

支給額
職名

職務の級 職員の職 支給額

８級 部長等 90,500 円

次長 75,900 円

参事等 71,500 円

参事補 63,300 円

課長等 59,100 円

副参事等 48,400 円

課長補佐等 44,400 円

課長補佐等 42,000 円

係長職の施設の長 30,500 円

７級

６級

５級

４級
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５　特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

／

／

／

／

／

月分 （職務加算20%）

月分 （職務加算20%）

　　（算定方式）

（注） 1　給料の（　）内は、特例条例による減額措置を行う前の金額である。                   

　　　 2　退職手当の「1期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝

　　　　４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

　　　  　なお、支給率（市長…５．５、副市長…３．１）は茨城県内各市町村共通である。

６　職員数の状況

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年4月1日現在）

人

人）

人

人）

人

（注） 1　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　 2　[     ]内は、条例定数の合計である。

事務の統廃合縮小（△2）

848,700 円 

(  1,030,000 円)

副市区町村長 820,800 円 883,000 円 719,800 円 

区　　　分 給 料 月 額 等

給
料

（参考）類似団体における最高／最低額

市 長 957,900 円 1,080,000 円 

550,000 円 580,000 円 465,000 円 

議 員 510,000 円 553,000 円 420,000 円 

(  855,000 円)

報
酬

議 長 615,000 円 858,000 円 520,000 円 

副 議 長

　   820,800円 × 在職年 × 3.1 10,177,920 円 （任期毎）

　　　　　　　　　　区分
部門

職 員 数 対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
令和７年 令和６年

退
職
手
当

（１期の手当額） （支給時期）

市 長 　   957,900円 × 在職年 × 5.5 21,073,800 円 （任期毎）

副市区町村長

期
末
手
当

市 長 　　（令和６年度支給割合）

副市区町村長 3.40

議 長 　　（令和６年度支給割合）

副 議 長 3.40

議 員

事務の統廃合縮小（△2）

労　働 4人 4人  -

農　水 18人 16人 2人

総　務 299人 305人 △6人 事務の統廃合縮小（△19）部署の新設等（21）

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　会 10人 10人  -

税　務 61人 63人 △2人

民　生 221人 230人 △9人 業務増(6)

衛　生 67人 69人 △2人 事務の統廃合縮小（△8）

商　工 52人 60人 △8人

土　木 147人 149人 △2人

教育部門 118人 117人 1人

消防部門 288人 289人 △1人 業務増(6)

計 879人 906人 △27人

＜参考＞

人口1万当たり職員数　　　　　　　　　　 53.64

（類似団体の人口１万当たり職員数 54.56

その他 41人 44人 △3人

会
計
部
門

公
営
企
業
等

水　道 61人 61人  - 事務の統廃合縮小（△2）

下水道 30人 32人 △2人

小　計 1,285人 1,312人 △27人

＜参考＞

人口1万当たり職員数　　　　　　　　　　 78.42

（類似団体の人口1万当たり職員数 72.35

[ 1,999人 ] [ 1,999人 ]  - 人口1万当たり職員数　　　　　　　　　　 86.48

小　計 132人 137人 △5人

合　　計
1,417人 1,449人 △32人 ＜参考＞
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(2) 年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）

(3) 職員数の推移

（各年4月1日現在）

（注） 　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

                                             

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳
～ ～ ～ ～

計

56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～

32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳

人 人 人 人 人

10 82 121 138 138
職員数

人 人 人 人 人 人 人 人

43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳

879人 4人 (0.5%)

教　育 129人 122人 122人 122人 117人 118人

一般行政 875人 905人 906人 910人 906人

85 1,417

　　　　　　　　　　区分

部門
R２年 R３年 R４年 R５年 R６年 R７年

過去５年間の
増減数(率)

158 94 132 135 167 157

(△0.7%)

一般会計計 1,294人 1,312人 1,314人 1,315人 1,312人 1,285人 △9人 (△0.7%)

△11人 (△9.3%)

消　防 290人 285人 286人 283人 289人 288人 △2人

△14人 (△1.0%)

132人 △5人 (△3.8%)

総合計 1,431人 1,446人 1,453人 1,454人 1,449人 1,417人

公営企業等会計計 137人 134人 139人 139人 137人

0

2

4

6

8

10

12

14

構成比

５年前の構成比

%
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７　公営企業職員の状況

(1)　水道事業

① 職員給与費の状況

 ア　決算

　　　　　　　

（注） 1　職員手当には退職手当を含まない。

       2　職員数については、令和７年３月３１日現在の人数である。

       3　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）

　　　　　　　　及び定年前再任用短時間職員を含み、会計年度任用職員を含まない。

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和７年４月１日現在）

（注）  1　団体平均とは、全国市町村（政令指定都市を除く。）における平均である。  

        2　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

区分
総費用 　純損益又は

実質収支

職員給与費
総費用に占める （参考）

職員給与費比率 R５年度の総費用に占

3,049,282 244,709 355,884 11.7 15.7%

区分
職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり (参考)　市町村平均

Ａ  Ｂ　 Ｂ／Ａ める職員給与費比率

R６年度
千円 千円 千円 ％ ％

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

日立市企業局 42.7歳 358,639 円  552,945 円  

263,237 110,004 83,542 456,783 6,525 6,455

一人当たり給与費

R６年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

70

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.50 2.10 - -

１人当たり平均支給額（R６年度） １人当たり平均支給額（R６年度）

1,172 1,594

（R６年度支給割合） （R６年度支給割合）

団体平均 45.8歳 345,838 円  524,813 円  

日 立 市 企 業 局 団 体 平 均

職制上の段階、職務の級等による加算措置 -

・役職加算5～20%　

(  1.400  ) (  1.000  ) - -

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
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イ　退職手当（令和７年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

調整率 83.7/100 調整率 83.7/100

（国を上回る場合、その理由　　　　　　　－　　　　　）

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置

(2%～45%加算)

（退職時特別昇給　　　　　　　-　　　　　　）

１人当たりの １人当たりの

平均支給額 平均支給額

（注）1　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

　　　2　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後

　　　　その者の非違によることなく退職した場合を含む。

ウ　地域手当（令和７年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

日立市（茨城県内各市町村共通） 団 体 平 均

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

支給実績（R６年度決算） 28,406

支給職員１人当たり平均支給年額（R６年度決算） 40,802

39.7575 47.709 - -

47.709 47.709 - -

19.6695 24.586875 - -

28.0395 33.27075 - -

手当の種類（手当数） 6

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（R６年度決算）
左記職員に対する支給単価

支給実績（R６年度決算） 8,233

支給職員１人当たり平均支給年額（R６年度決算） 283,867

職員全体に占める手当支給職員の割合（R６年度） 41.4

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

日立市 9 70 9

3　危険物取扱手当
水質検査に従事
する職員

次亜塩素酸ナトリウムを取り扱う
業務又は特殊薬品を使用して水
質検査に従事したとき

138 千円

1回について200円

1　滞納整理手当 滞納整理事務に
従事する職員

滞納整理事務に従事したとき
305 千円

1日について150円

2　停水処分手当 停水処分事務に
従事する職員

水道料金等の滞納のため、停水
処分の事務に従事したとき 69 千円

1日について500円

-
支給割合が国の制度に
よる支給割合を上回る場
合、その理由

4,533千円 21,015千円

自己都合 応募認定・定年 応募認定・定年自己都合

- -

-
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1回について500円

6特殊業務手当 上記以外の危
険、不快、不健
康又は困難な業
務に従事する職
員

前各号のほかに、著しく危険、不
快、不健康又は困難な業務に従
事し、管理者が特殊勤務手当を
支給することを特に認めたとき

15 千円

1日について500円以内の
範囲で管理者が定める額

4　事故処理待機手当

待機勤務に従事
する職員

日立市企業職員待機勤務規程
(昭和54年水道局規程第8号)の
規定に基づく事故処理のため待
機勤務に従事する職員

7,964 千円

(1)夜間待機1回について
ア　イからエまでに掲げる
日以外の日8,000円
イ　週休日10,000円
ウ　休日10,000円
エ　年末年始12,000円
(2)休日待機1回について
ア　週休日6,000円
イ　休日9,000円
ウ　年末年始11,000円

5　汚泥清掃手当
汚泥清掃業務に
従事する職員

配水池の清掃に従事したとき

21 千円
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（令和７年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

職員１人当たり平均支給年額（R５年度決算） 221

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績（R６年度決算） 12,079

職員１人当たり平均支給年額（R６年度決算） 173

支給実績（R５年度決算） 15,498

223,025

住居手当 市規則に準じて支給 同じ - 6,210 千円 310,488

扶養手当 市規則に準じて支給 同じ - 7,360 千円

支給実績
（R６年度決算）

支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 平均支給年額

（R６年度決算）

0

管理職員特別
勤務手当

市規則に準じて支給 599 千円 29,950

宿日直手当 異なる 支給単価 0 千円

95,714

管理職手当 市規則に準じて支給 12,827 千円 610,800

通勤手当 市規則に準じて支給 同じ - 5,360 千円

勤務の種類 支給額
週休日 9,000 円
休日 11,000 円

年末年始 13,000 円
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(2)　下水道事業

① 職員給与費の状況

 ア　決算

　　　　　　　

（注） 1　職員手当には退職手当を含まない。

       2　職員数については、令和７年３月３１日現在の人数である。また、再任用短時間勤務職員を含み、

        　会計年度任用職員を含まない。

       3　給与費については、再任用短時間勤務職員の給与費を含むが、会計年度任用職員は含まない。

イ　 特記事項

なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和７年４月１日現在）

（注）  1　団体平均とは、全国市町村（政令指定都市を除く。）における平均である。  

        2　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

110,717 2.8 5.1

区分
職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり (参考)　市町村平均

Ａ 給　 料

Ｂ／Ａ める職員給与費比率

R６年度
千円 千円 千円 ％ ％

4,019,793 65,658

区分
総費用 　純損益又は

実質収支

職員給与費
総費用に占める （参考）

職員給与費比率 R５年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　

千円 千円 千円

24 91,070 25,628 39,275 155,973 6,499 6,455

職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費

R６年度
人 千円 千円 　　　　　千円

１人当たり平均支給額（R６年度） １人当たり平均支給額（R６年度）

1,430 1,562

（R６年度支給割合） （R6年度支給割合）

団体平均 44.6歳 342,377 円  516,175 円  

日 立 市 企 業 局 団 体 平 均

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

日立市企業局 45.3歳 377,747 円  580,186 円  

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算5～20%　

(  1.400  ) (  1.000  ) - -

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.50 2.10 - -

-
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イ　退職手当（令和７年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

調整率 83.7/100 調整率 83.7/100

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(2%～45%加算)

（退職時特別昇給　　　　　－　　　　　）

１人当たりの １人当たりの

平均支給額 平均支給額

（注）1　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

　　　2　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後

　　　　その者の非違によることなく退職した場合を含む。

ウ　地域手当（令和７年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

47.709 - -

47.709 47.709 - -

19.6695 24.586875 - -

28.0395 33.27075 - -

日立市（茨城県内各市町村共通） 団 体 平 均

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

支給実績（R６年度決算） 888

支給職員１人当たり平均支給年額（R６年度決算） 110,938

職員全体に占める手当支給職員の割合（R６年度） 33.4

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

日立市 9 24 9

支給実績（R６年度決算） 9,847

支給職員１人当たり平均支給年額（R６年度決算） 410,264

1　滞納整理手当
滞納整理事務に
従事する職員

滞納整理事務に従事したとき
0 千円

1日について150円

2　危険物取扱手当

水質検査に従事
する職員

次亜塩素酸ナトリウムを取り扱う
業務又は特殊薬品を使用して水
質検査に従事したとき 20 千円

1回について200円

手当の種類（手当数） 4

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（R６年度決算）
左記職員に対する支給単価

3 汚物作業手当

不快な業務に従
事する職員

(1)　池の川処理場のスクリーン
池、曝気沈殿池、エアレーション
タンク、最終沈殿池、塩素混和
池、汚泥濃縮槽、薬注混和槽、コ
ンポストプラント及びポンプ場内
に入り点検、修理作業に従事し
たとき
(2)　除害施設の立入業務に従事
したとき

868 千円

1日について500円

4 特殊業務手当 上記以外の危
険、不快、不健
康又は困難な業
務に従事する職
員

前各号のほかに、著しく危険、不
快、不健康又は困難な業務に従
事し、管理者が特殊勤務手当を
支給することを特に認めたとき

0 千円

1日について500円以内の
範囲で管理者が定める額

4,533千円

自己都合 応募認定・定年

21,015千円

-

支給割合が国の制度に
よる支給割合を上回る場
合、その理由

-

応募認定・定年自己都合

- -

39.7575
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（令和７年４月１日現在）

円

円

円

円

円

職員１人当たり平均支給年額（R６年度決算） 144

支給実績（R５年度決算） 1,370

職員１人当たり平均支給年額（R５年度決算） 57

支給実績（R６年度決算） 3,448

（R６年度決算）

扶養手当 市規則に準じて支給 同じ - 2,484 千円 191,077

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（R６年度決算）

支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 平均支給年額

818,200

管理職員特別
勤務手当

市規則に準じて支給 72 千円 12,000

管理職手当 市規則に準じて支給 4,910 千円

251,608

通勤手当 市規則に準じて支給 同じ - 2,127 千円 101,280

住居手当 市規則に準じて支給 同じ - 1,762 千円
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